
こどもを社会のまんなかに

こども家庭庁



こども家庭庁って？



クイズ① こども家庭庁って、
いつからある国の機関？

A こどもに関わる国の政策って昔からあるか
ら、ずいぶん前からある機関。

B 色んな省庁でやっていたこどもに関わる政
策をひとつにまとめてもっと前に進めようと
してできた、最近作られた国の機関。

答えは B！



こども家庭庁について
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１．こども家庭庁とは

こども家庭庁のスローガンは「こどもまんなか」。わたしたちは

みなさん一人ひとりの意見を聴いてその声をまんなかに置き

アクションしていきます。

そしてみなさんにとって最もよいことは何かを考えて、政策に反映

していきます。

みなさんや子育てしている人たちの困っていることに向き合い、

いざという ときに守るための仕組みをつくっていきます。

こども・若者がぶつかるさまざまな課題を解決し、大人が中心に

なって作ってきた社会を「こどもまんなか」社会へと作り変えていく

ための司令塔、それがこども家庭庁です。

（こども家庭庁HP、大臣メッセージより）



こども家庭庁について
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２．こども家庭庁の役割

（１）こども政策の司令塔としての総合調整

例：少子化対策 など

（２）省庁の縦割り打破、新しい政策課題や隙間事案への対応

例：こどもの意見反映の仕組み、幼児期までのこどもの育ちの

保障、こどもの居場所、日本版DBSの創設 など

（３）保健・福祉分野を中心とする事業の実施

例：保育、母子保健、社会的養育、こどもの貧困対策、

こどもの自殺対策、虐待防止対策、障害児対策 など



こども家庭庁について
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３．こども家庭庁の基本姿勢

（１）こどもや子育て中の方々の視点に立った政策立案

（２）地方自治体との連携強化

（３）様々な民間団体とのネットワークの強化



クイズ② こどもに関わる政策って言うけど、
「こども」って何歳まで？

A 小さい年齢の子、例えば、義務教育までの子

B 年齢を問わない

答えは B！



※こども基本法パンフレットより抜粋



こども家庭庁の目指す施策の方向性①

（こども基本法・大綱・計画）



全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、
こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法。

こども基本法（令和４年６月成立、令和５年４月施行）

第９条でこども大綱について、第10条で自治体こども計画について規定。

こども基本法に基づき、政府全体の幅広いこども政策全体について
今後５年程度の基本的な方針・重要事項等を定めるもの。

こども大綱（令和５年12月閣議決定）

こどもまんなか実行計画
（こども政策推進会議決定）

こども大綱に基づき具体的に取り組む
施策をとりまとめるもの。毎年改定。

こどもまんなか実行計画2024
は令和６年５月に決定。

こども大綱を勘案し、各自治体において策定。

自治体こども計画

※市町村は国の大綱とともに都道府県こども計画を勘案。

具体化

こども基本法、こども大綱、こどもまんなか実行計画、
こども未来戦略（加速化プラン）の関係性について

勘案

努力
義務

・各法令等に基づくこどもに関する計画等を
一体のものとして作成することができる
・こども施策に全体として横串を刺すこと、
住民にとって分かりやすいものとすること 等を期待

次元の異なる少子化対策の実現に向けて、
・若い世代の所得を増やす、
・社会全体の構造・意識を変える、
・全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する
ことを基本理念とし、
こども・子育て政策を抜本的に強化するために取りまとめ。

こども未来戦略（令和５年12月閣議決定）

2030年代に入るまでを少子化傾向を
反転できるかどうかのラストチャンスととらえ、
令和６～８年度の３年間の集中的な
取組（3.6兆円規模）をまとめたもの。

こども・子育て支援加速化プラン

盛り込み
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日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自

立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、
将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども政策を総合的に推進する。

目 的

① 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障されるととも
に、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること

③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動
に参画する機会が確保されること

④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・
家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

基本理念

白書・大綱

〇 年次報告（法定白書）、こども大綱の策定
(※少子化社会対策/子ども・若者育成支援/子どもの貧困対策の既存３

法律の白書・大綱と一体的に作成）

基本的施策

〇 施策に対するこども・子育て当事者等の意見の反映
〇 支援の総合的・一体的提供の体制整備
〇 関係者相互の有機的な連携の確保
〇 この法律・児童の権利に関する条約の周知
〇 こども大綱による施策の充実及び財政上の措置等

こども政策推進会議

〇 こども家庭庁に、内閣総理大臣を会長とする、こども政策推進会
議を設置

 ① 大綱の案を作成
 ② こども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進
 ③ 関係行政機関相互の調整 等
〇 会議は、大綱の案の作成に当たり、こども・子育て当事者・民間

団体等の意見反映のために必要な措置を講ずる

附則

施行期日：令和５年４月１日
検討：国は、施行後５年を目途として、基本理念にのっとった

こども施策の一層の推進のために必要な方策を検討

責務等

〇 国・地方公共団体の責務 〇 事業主・国民の努力

こども基本法
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○こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
（こども基本法の周知、こどもの教育、養育の場におけるこどもの権利に関する理解促進 等）

○多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり（遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着、こどもまんなかまちづくり 等）

○こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供（成育医療等に関する研究や相談支援等、慢性疾病・難病を抱えるこども・若者への支援）
○こどもの貧困対策（教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者の就労支援、経済的支援）
○障害児支援・医療的ケア児等への支援（地域における支援体制の強化、インクルージョンの推進、特別支援教育 等）

○児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援（児童虐待防止対策等の更なる強化、社会的養護を必要とするこども・若者に対する
支援、ヤングケアラーへの支援）

○こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る安全対策
（こども・若者の自殺対策、インターネット利用環境整備、性犯罪・性暴力対策 等）

２ ライフステージ別の重要事項

○学童期・思春期
学童期は、こどもにとって、身体も心も大きく成長する時期であり、自己肯定感や道徳性、社会性などを育む時期。
思春期は、性的な成熟が始まり、それに伴って心身が変化し、自らの内面の世界があることに気づき始め、他者との関わりや社会との関わり
の中で、自分の存在の意味、価値、役割を考え、アイデンティティーを形成していく時期。
・こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等 ・居場所づくり
・小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実 ・成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育
・いじめ防止 ・不登校のこどもへの支援 ・校則の見直し ・体罰や不適切な指導の防止 ・高校中退の予防、高校中退後の支援

○こどもの誕生前から幼児期まで
こどもの将来にわたるウェルビーイングの基礎を培い、人生の確かなスタートを切るための最も重要な時期。

・妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保 ・こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実

３ 子育て当事者への支援に関する重要事項

子育て当事者が、経済的な不安や孤立感を抱いたり、仕事との両立に悩んだりすることなく、また、過度な使命感や負担を抱くことなく、健康で、

自己肯定感とゆとりを持って、こどもに向き合えるようにする。

○子育てや教育に関する経済的負担の軽減 ○地域子育て支援、家庭教育支援

○共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大 ○ひとり親家庭への支援

○青年期
大学等への進学や就職に伴い新たな環境に適応し、専門性や職業性を身に付け、将来の夢や希望を抱いて自己の可能性を伸展させる
時期。

・高等教育の修学支援、高等教育の充実 ・就労支援、雇用と経済的基盤の安定 ・結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援
・悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実

１ ライフステージを通した重要事項

こども政策に関する重要事項～こども大綱～
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こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン
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こども基本法を踏まえ、各府省庁やこども家庭庁が、

こども・若者の意見を聴き、政策に反映するための仕組み。

政策に対して意見を伝えて、政策を

決めるプロセス（過程）に主体的に

参画する機会・場を得られる。

こども・若者の意見を広く聴いて、制
度や政策に反映し、より良くできる。

こども・若者の意見を聴くことの
大切さについての理解がひろがる。

こども
若者

小学１年生～２０代ならいつでもだれでも登録（＝ぷらすメンバー）
登録人数：約4000人（R6.4現在） フィードバック

聴いた意見をどう反
映したか、反映しな
かった場合はどうし
てか、こどもや若者に
フィードバック

政府 社会

こども・若者から聴いた
意見について検討し、
政策等へ反映できるも
のは反映する。

事業の目的・狙い

事業の仕組み

参加

意見を聴きたい省庁からのテーマ／ぷらすメンバーからのテーマ

アンケート対面 オンライン チャット 様々な方法で実施

こどもや若者の意見表明
のサポートのため、
・事前の情報提供
・ファシリテーターによる
進行 等を実施

いけんひろば（意見を伝える機会）意見聴取

こども・若者の活動や生活の場に出向いて意見を聴く

例：児童養護施設、フリースクール、児童館、子ども食堂

意見反映

こども若者★
いけんぷらすの
運営には、
ぷらすメンバー
の有志も参画。
（みんなのパート
ナーぽんぱー）
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令和５年度実績：２７テーマ、延べ2,650人から意見聴取（アンケート回答件数含む）

こども若者★いけんぷらす（こども・若者意見反映推進事業）



こども家庭庁の目指す施策の方向性②

（「こども未来戦略」策定の背景・全体像、「加速化プラン」）
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◆ 2030年代に入ると、我が国の若年人口は現在の倍速で急減し、少子化は
もはや歯止めの利かない状況に。

◆ 2030年代に入るまでのこれからの６～７年が、少子化傾向を反転できるか
どうかのラストチャンス。
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2030年は少子化対策の分水嶺



こども連れで不便、理解や配慮が欲しいと感じる場面

「働いている と き（ 21.9%）」 、 「公共交通機関を使った と き

（21.5%）」がともに20%を超え、「スーパーやショッピングモール、お店に

行ったとき（12.2%）」、「市役所や銀行、病院などに行ったとき

（8.9%）」が続きました。

こどもと一緒にいるときに不便を感じたり、理解や配慮が欲し
かった場面（全4,455件）

「こども・子育てにやさしい社会づくりのためのニーズ調査」から見えてきた課題
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「こどもやこども連れ、ベビーカーでも移動しやすく使いやすい施設や設

備（22.4％）」と「こどもやこども連れに対する周りの方の寛容な姿勢

やちょっとしたサポート（21.2%）」がそれぞれ20%を超える結果とな

りました。そして「その他」も30%以上あります。

周りから欲しかった理解や配慮の内容

周りから欲しかった理解や配慮の内容（全4,215件）



こども・子育て政策の課題
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１．若い世代が結婚・子育ての将来展望を描けない

２．子育てしづらい社会環境や
子育てと両立しにくい職場環境がある

３．子育ての経済的・精神的負担感や
子育て世帯の不公平感が存在する



Ⅰ．こども・子育て政策の基本的考え方

Ⅱ．こども・子育て政策の強化：3つの基本理念
１．こども・子育て政策の課題
（１）若い世代が結婚・子育ての将来展望が描けない
（２）子育てしづらい社会環境や子育てと両立しにくい職場環境がある
（３）子育ての経済的・精神的負担や子育て世帯の不公平感が存在する

２．３つの基本理念
（１）若い世代の所得を増やす
（２）社会全体の構造・意識を変える
（３）全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する

Ⅲ．「加速化プラン」～今後３年間の集中的な取組～
１．加速化プランにおいて実施する具体的な施策
（１）ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組
（２）全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充
（３）共働き・共育ての推進
（４）こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革

２．「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保

３．こども・子育て予算倍増に向けた大枠

Ⅳ．こども・子育て政策が目指す将来像とPDCAの推進

こども未来戦略の全体像
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加速化プランで何が変わるか？
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こども・子育てにやさしい社会づくりのための取組

（「はじめの100か月の育ちビジョン」、「こども家庭センターと地域の取組」）



保

護
者・養育

者こ
ど

も
と直接接す

る
人

こ

ど
もが過ごす空

間

施策や文化

地域の空間

幼児期までこそ、生涯にわたるウェルビーイング（身体的・精神的・社会的に
幸せな状態）の向上にとって最重要

✓誰一人取り残さないひとしい育ちの保障に向けては課題あり
※児童虐待による死亡事例の約半数が０～２歳／就園していないこどもは、家庭環境により、他のこどもや大人、社会や自然等に触れる機会が左右される

✓誕生・就園・就学の前後や、家庭・園・関係機関・地域等の環境間に切れ目が多い

こどもの権利と尊厳を守る１ 「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める２

「こどもの誕生前」から
 切れ目なく育ちを支える

３ 保護者・養育者のウェルビーイング
と成長の支援・応援をする

４ ５ こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す

安心

⇒社会全体の認識共有×関連施策の強力な推進のための羅針盤が必要

✓ こども大綱の下に策定する「こどもまんなか実行計画」の施策へ反映
✓ 全ての人の具体的行動を促進するための取組を含め、こども家庭庁が

司令塔となり、具体策を一体的・総合的に推進

⇒こども基本法にのっとり育ちの質を保障

✓乳幼児は生まれながらにして権利の主体
✓生命や生活を保障すること
✓乳幼児の思いや願いの尊重

⇒乳幼児の育ちには「アタッチメント（愛着）」の形成と豊かな「遊びと体験」が不可欠

「アタッチメント（愛着）」＜安心＞
不安な時などに身近なおとなが寄り添うことや、
安心感をもたらす経験の繰り返しにより、安心の
土台を獲得

豊かな「遊びと体験」＜挑戦＞
多様なこどもやおとな、モノ・自然・絵本・場所など身近
なものとの出会い・関わりにより、興味・関心に合わせた
「遊びと体験」を保障することで、挑戦を応援

⇒育ちに必要な環境を切れ目なく構築し、  
次代を支える循環を創出

✓誕生の準備期から支える
✓幼児期と学童期以降の接続
✓学童期から乳幼児と関わる機会

⇒こどもに最も近い存在をきめ細かに支援

✓支援・応援を受けることを当たり前に
✓全ての保護者・養育者とつながること
✓性別にかかわらず保護者・養育者が
共育ち

⇒社会の情勢変化を踏まえ、こどもの
育ちを支える工夫が必要

✓「こどもまんなかチャート」の視点
（様々な立場の人がこどもの育ちを応援）

✓こどもも含め環境や社会をつくる
✓地域における専門職連携やコーディネーター
の役割も重要

⇒全ての人のウェルビーイング向上にもつながる

身体

心 
環境

（社会）

【「はじめの100か月」とは】

本ビジョンを全ての人と共有するためのキーワードとして、母親の
妊娠期から幼保小接続の重要な時期（いわゆる５歳児～小１）まで
がおおむね94～106か月であり、これらの重要な時期に着目

全てのこどもの生涯にわたる
身体的・精神的・社会的（バイオサイコソーシャル）

な観点での包括的な幸福

挑戦

はじめの100か月の育ちビジョンに基づく施策の推進

こども基本法の理念にのっとり整理した５つのビジョン

目的

はじめの100か月の育ちビジョンを策定し全ての人と共有する意
義

こども

幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン
（はじめの１００か月の育ちビジョン） 概要

全てのこどもの誕生前から幼児期までの
「はじめの100か月」から生涯にわたるウェルビーイングの向上

令和５年12月22日 閣議決定
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○ 市町村において、妊産婦や子育て家庭を早期から支援
 ○ 市町村にこども家庭センターを設置し、妊娠届や各種健診、様々な関係機関との連携などを通じて

  早い段階で家庭の困難を把握･支援する中核を担い、地域全体で継続的に家庭を支える体制を強化
 ○ 設置率50.3％(R6.5.1)  令和８年度までに全市区町村に整備するため開設や運営の経費を補助

こども家庭センターと地域ネットワークづくり

妊娠期 青年期学齢期乳幼児期

妊産婦・子育て家庭・こども

親子関係形成･

再構築の支援

保育所・幼稚園 等

子育てひろば

産前産後ヘルパー

産後ケア

一時預かり・

ショートステイ

こども食堂など

家や学校以外の

こどもの居場所

こども家庭センター（市区町村）

●妊産婦･子育て家庭･こどもの状況把握と相談対応、情報提供
●各家庭の状況に応じたサポートプランの作成による計画的な支援
●様々な関係機関や支援メニューとの協働、資源開拓･メニュー構築

ニーズや課題に応じた相談支援
及び 支援メニューの活用

児童相談所協 働

放課後児童クラブ

児童館

関係機関･地域資源と協働して包括的･継続的に支援

障害児支援事業所

医療機関
（産科･小児科等）

学校・教育委員会

妊産婦、子育て世帯、こどもが

気軽に相談できる身近な相談機関

（保育所、認定こども園、幼稚園、
地域子育て支援拠点事業 など）

地域子育て相談機関

要保護児童対策地域協議会
（地域ネットワーク）

調整機関(こども家庭センター等)の調整の下、

●家庭状況等の情報共有･アセスメント

●必要な支援の検討、役割分担の決定

●支援の進行管理、評価・見直し 等

食事等提供付きの見守り訪問支援

（未把握の家庭含むアウトリーチ）

児童育成
支援拠点

(常設型の
居場所)

子ども･若者支援地域協議会

（若者の相談機関･支援団体等）

妊産婦等

生活援助事業

民生･児童委員

妊娠届出・妊婦健診・新生児訪問・

乳児家庭全戸訪問・乳幼児健診 等

育児･家事支援

訪問ヘルパー

養育支援訪問

（相談支援）

所属・相談

関わり・支援

所属・相談

関わり・支援

相
談
・
支
援
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こどもの居場所づくりに関する指針 (概要) 令和5年12月22日 閣議決定

こども食堂や学習支援など、様々なこどもの居場所づくりの取り組みがされているなか、こうした取り組みを推進
する観点から、こどもの居場所づくりについて国としての考え方を示すもの。

概要

地域のつながりの希薄化、少子化の進展により、地域の中でこどもが育つことが困難になっており、また児童虐待
の相談対応件数や不登校、自殺者数の増加など、こどもを取り巻く環境の厳しさが増している。さらに、価値観の
多様化やそれを受け入れる文化の広がりに伴い、居場所への多様なニーズが生まれている。こうしたなか、様々な
地域で多様な形態による居場所づくりが実践されており、国としても一定の考え方を示すことが求められている。

背景

理念
全てのこどもが、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、身体的・精神的・社会的に将来にわたっ
て幸せな状態（ウェルビーイング）で成長していけるよう、「こどもまんなか」の居場所づくりを実現する。

• 居場所とは、こども・若者本人が決めるものである。こども・若者が過ごす場所・時間・人との関係性全てが、
こども・若者にとっての居場所になり得る。また、物理的な「場」だけでなく、遊びや体験活動、オンライン
空間といった多様な形態をとり得るものである。

• 居場所とは、こども・若者本人が決めるものである一方で、居場所づくりとは、第三者が中心となって行うも
のであるため、両者には隔たりが生じ得る。

• こうした隔たりを乗り越えるため、こども・若者の声を聴き、こども・若者の視点に立った居場所づくりを進
めることが必要。

こどもの
居場所
・

居場所
づくり
とは

こどもの居場所づくりを推進するに当たり基本的な4つの視点として整理

①「ふやす」～多様なこどもの居場所がつくられる
②「つなぐ」～こどもが居場所につながる
③「みがく」～こどもにとって、より良い居場所となる
④「ふりかえる」～こどもの居場所づくりを検証する

ふやす つなぐ

みがく

ふりか
える

こどもの居場所づくりに関係する地方公共団体や国、民間団体・機関、学校、企業等含め全ての者が、本指針で掲
げるこどもの居場所づくりに関する理念等を共有するとともに、その重要性に対する関心と理解を深め、各々の役
割を果たすことが必要である。

こどもの
居場所
づくり
推進の
視点

役割
責務等



こども・子育てにやさしい社会づくりのための取組

（「こどもまんなかアクション」「こどもまんなかサポーター））



参加方法
「こどもまんなか」

「こどもまんなか応援サポーター」への参加が広がっています！

１ こどもまんなかの趣旨に賛同する。

２ サポーターご自身が考える「こどもまんなか」なアクションを実行する。

例：こども会議でこどもの意見をきいて、地域のお祭りの内容に反映させた
トイレの行列など、子連れに順番ゆずっている
育休をとりやすい社内の雰囲気づくりをすすめている
こども食堂を手伝っている 等

３ ご自身・団体のアクションを「＃こどもまんなかやってみた」をつけてSNS等で発信する。

※ 応援サポーターのみなさんには、「こどもまんなかマーク」の活用が可能に。

（詳しくは、 「こどもまんなかアクション」で検索！）

こどもや若者の意見を聴き、その意見を尊重し、
こどもや若者にとってよいことは何かを考え、
自分ができるアクションを実践していきます。
どんなこどものことも考えていきます。
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こども・子育てを応援する人をふやしていきたい！ こどもまんなかアクション



広がっています！こどもまんなか応援サポーター
3９道府県 ３26市区町村含む 企業・団体・個人の参加２711に拡大中 ※３月３日現在

岐阜県理学療法士会こども福祉部

豊中市

＃こどもまんなかやってみた

熊本県とくまモン

ママの働き方応援隊

こども・子育てを応援する人をふやしていきたい「こどもまんなかアクション」

高校生が教える無料学習塾
NEW STEP

日本生命

ユニ・チャーム

長浜こどもまんなか

滋賀県
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江崎グリコ



「こどもまんなかアクション」 応援サポーターによる取組事例

◆中学生と乳幼児親子がふれあいを通じて、
いのちの重さ、子育てのすばらしさを感じることができる
「子育てひろばくすくす」の活動。
＠香川県善通寺市

◆都城商業高校共創ウェルビーイング部「のくにラボ」
高校生が地域の大人たちと共創する
「ナンバーレスプレイス」な居場所づくり活動。
＠宮崎県都城市

◆こどもの学習支援だけでなく、親も悩みを話せる場。
地域のおとなもこどももいっしょになって、
お寺で開催 「リアルてらこや」。
＠東京都羽村市



「こどもまんなかアクション」は、点（自治体）から面（地域の企業・団体ぐるみ）への広がりへ。

【札幌市】

こどもたちへお仕事・社会体験を提供するイ
ベント「ミニさっぽろ」
を通じて協力会社58社もいっしょに応援サ
ポーターに参加。

【神奈川県】

県内の「こどもまんなかアクション」を募集し、
企業・団体を巻き込み。動画を作成し、
広報に活用。

【呉市】

・「くれ こどもまんなか」キャンペーンを通じ、
市内企業や団体のみなさんが
活動に参加。
特設サイトで紹介。輪を広げる。
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こども・子育てを応援する人をふやしていきたい「こどもまんなかアクション」



「こどもまんなかアクション」リレーシンポジウム の開催

◆R７年度も
全国18か所程度
の開催を予定

◆R６年度開催実績 18自治体

山形県、前橋市、北九州市、青森県、滋賀県、鹿児島市、新潟県、佐倉市、取手市、大田区、京都市、仙台市、
鳥取県、浜松市、羽咋市、呉市、熊本県、豊中市

こども・子育てにやさしい地域づくりのために、自治体を主体としたシンポジウムを全国で開催。

30

こども・子育てを応援する人をふやしていきたい「こどもまんなかアクション」

（学生レポーターによるレポート）
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こどもまんなか応援サポーターの取組好事例を庁のホームページや
アクション公式LINEで紹介。参加の輪を広げる。

LINE配信イメージ ホームページ掲載例

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-mannaka/case/

こども・子育てを応援する人をふやしていきたい「こどもまんなかアクション」



ご清聴ありがとうございました。
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